
【重要】令和8年度 高等学校等就学支援金の手続きについて 
令和8年度の就学支援金制度改正に伴い、2・3年生を含む全生徒のオンライン申請が必要となりまし
た。以下の内容をご確認いただき、期日までにお手続きをお願いいたします。 

1. 手続き対象者 

●​ 新入生 
●​ 在校生（2・3年生）：新制度への改正により、全員手続きが必要です 
●​ 授業料免除対象の奨学生：免除されている方も必ず申請を行ってください 

※日本国籍でない生徒はオンライン申請ができません。第一職員室の就学支援金係で

申請用紙を受け取ってください 。 

2. 手続期限 

●​ 令和8年5月10日（月）まで 

3. お手続き方法 

就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」よりお手続きください。 

●​ 申請システム入口 
○​ [e-Shien へのアクセスはこちら] 

●​ 操作マニュアル 
○​ [新入生・新規申請の方はこちら] 
○​ [在校生（令和7年7月時点で認定済）の方はこちら] 

4. 授業料の取り扱いと返金について 

●​ 審査結果が出るまでは、一度通常通り授業料の引き落としが行われます 。 
●​ 認定を受けた後、4月分まで遡って指定の口座（または授業料引き落とし口座）へ返金いたしま

す 。 

5. 参考情報 

制度の詳細については、文部科学省の案内ページも併せてご確認ください。 

●​ [文部科学省 高校生等への修学支援 案内ページ] 

 

お問い合わせ先  

國學院大學栃木高等学校 就学支援金係 

 

https://www.e-shien.mext.go.jp/eshien-s-web/login/login
https://www.mext.go.jp/content/20260403-mxt_shuukyo03-000020144_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20260403-mxt_shuukyo03-000020144_3.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
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